
問題と目的

平成18（2006）年10月に「就学前の子どもに
関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関
する法律」が施行され，認定こども園の制度が
始動した。多くの保育関係者がその動向を注視
している。本法律の総則によれば，認定こども
園とは「我が国における急速な少子化の進行並
びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴
い，小学校就学前の子どもの教育及び保育に対
する需要が多様なものとなっていることにかん
がみ，地域における創意工夫を生かしつつ，幼
稚園及び保育所等における小学校就学前の子ど
もに対する教育及び保育並びに保護者に対する

子育て支援の総合的な提供を推進するための措
置を講じ，もって地域において子どもが健やか
に育成される環境の整備に資する」ための施設
である。
日本の就学前の教育，保育については，1960

年代より続く幼保一元化の議論があるが，幼稚
園と保育所の所管が文部科学省，厚生労働省と
いう２つの省庁に分かれていることもあって，
幼保一元化に踏み込むことは容易ではなかった
（松川・工藤・西村，2007）。そうした議論を背
景にしながらも，平成10（1998）年に，地方分
権，規制緩和の進行など社会の様々な改革の流
れを受け，文部省・厚生省（当時）両省により
「幼稚園と保育所の共用化等に関する指針」が
出されて以降，運営上の弾力化が進み，日本各
地で保育所・幼稚園の合築や併設が急激に進ん
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だ（増田，2005）。その動きは，都市部におい
ては公立幼稚園の園児数減少が進み，一方で保
育所入所待機児が増加することへの対応，地方
では少子化・過疎化の進行により行政による施
設の統廃合（増田，2005）という保育・教育を
めぐる現在の課題を映し出している。更にその
背後には，保護者の就労形態の多様化，育児環
境の孤立化といった現代家庭の有りようが横た
わっている。
“総合施設（認定こども園の当時の仮称）”

の構想は平成15（2003）年の「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針」において最初に提
起され，平成16（2004）年12月には「就学前の
教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施
設について」の審議まとめが公表された（制度
成立までの国の動きについては星，2007や池田，
2007に詳説されている）。認定こども園につい
ては，前述の保育所待機児童問題や幼稚園の定
員割れの問題の解消への期待がある一方で，主
に財政効率の観点から論じられていることを不
安視する見方も存在する。また，十分な市民的
なヒアリング（腰山，2007）や子どもの健やか
な発達・発育に対応したもの（松川・工藤・西
村，2007）かどうかの検証を経ないまま制度が
スタートしたのではないかという意見も散見さ
れ，制度の検証は今後数年に渡っての必須の課
題である。
平成18（2006）年の本格実施を前にして，平

成17（2005）年度には総合施設モデル事業（以
下モデル事業と表記）が展開された。モデル事
業実施園は，就学前の教育と保育を一体として
とらえた教育・保育活動をモデル的に実施し，
総合施設制度の実現に向けた課題等について，
都道府県等と協力して調査研究を行うこととさ
れた。全国都道府県で35施設がこのモデル事業
に名乗りを上げ１年間の運営に取り組んだ。モ
デル事業の成果は，平成17（2005）年12月の
「総合施設モデル事業の評価について（中間ま
とめ）」及び平成18（2006）年３月の「総合施
設モデル事業の評価について（最終まとめ）」
において報告された。最終まとめでは，１　総
論，２　職員配置について，３　職員資格につ
いて，４　施設設備について，５　教育・保育
の内容について，６　保育者の資質向上等につ
いて，７　子育て支援について，８　管理運営
等についての８項目において，現状と望ましい
形態について簡潔に述べてある。
丸井・中山・大谷・杉山・長瀬・丸山（2006）

は，国のモデル事業に先駆けて幼保総合施設を
運営している公設公営施設を対象に，総合施設
化への経緯，クラス編成と日常活動の混合状況，
給食サービス及び調理室設置への影響，施設職
員が感じるメリット・デメリット等について質
問紙調査を実施した。その結果，メリットとし
ては活動に広がりが持てるようになったことや
施設機能の多様化が図れるようになったこと，
保育士・幼稚園教諭がそれぞれの専門性を活か
せるようになったこと等が挙げられ，デメリッ
トとしては職員管理・運営の難しさ，幼保合同
の活動の増加による子どもへの丁寧な援助や保
護者との意思疎通の困難化などが挙げられた。
大谷・中山・丸井（2006）は，６　総合施設の
園長と職員への聞き取り調査を行い，短時間児
の降園と低年齢児や長時間児の午睡が重なるこ
とによる雑音や保護者の送迎場所への配慮，地
域の人と園児の動線への配慮，長時間児と短時
間児の保育時間や休憩の差による子どもの発達
の問題，職員管理の難しさと交代制に対する保
護者の理解，統合により遠距離通園の子どもが
出ていることへの対応などの課題を明らかにし
た。また，佐竹・白川（2006）は，総合施設で
の勤務経験はないが，幼稚園と保育所での勤務
経験を有する保育者2名を対象に聞き取り調査
を実施し，幼稚園と保育所の保護者の違い，幼
稚園と保育所の子どもの違い，幼稚園と保育所
の制度的な違いについて，保育者の視点から詳
細に報告している。以上のように，特に総合施
設への移行を経験した保育者を対象とした研究
が蓄積されつつあり有益な情報を得る機会が増
えてきた。しかし，総合施設への移行に実際に
臨んだ保護者を対象とした調査研究は見当たら
ない。更には，同一施設の保護者及び保育者を
対象に意識調査を実施し，両者の意識の比較を
試みた研究は皆無に等しい。
本研究では，モデル事業実施園の保護者及び

保育者を対象に質問紙調査を実施し，保護者と
保育者との意識の相違，また保育所，幼稚園と
いう子どもの所属の違いによる保護者の意識の
相違について明らかにすることを目的とする。
本研究は１園を対象にしての調査であるが，認
定こども園が地域の要請（佐竹・白川，2006）
に応える形で始まり，そうした要請のもとに運
営される施設である以上，その要請にどの程度
応え得るのかという視点から運営を評価するこ
とも必要になるであろう。保育所保護者，幼稚
園保護者と保育者の意識の相違を，地域性から
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生じる課題も踏まえながら明らかにするところ
に本研究の意義がある。

方　法

調査対象 モデル事業実施園として選定された
Ⅰ保育園の保護者37名，A幼稚園の保護者65名
及び保育者15名を対象に無記名式による質問紙
調査を行い，Ⅰ保育園保護者26名（回収率70％），
A幼稚園保護者58名（回収率89％）及び保育者
12名（回収率80％）の回答が得られた。
Ⅰ保育園・A幼稚園の概要 Ⅰ保育園及びA幼
稚園は既存の保育園，幼稚園が認定を受ける
「幼保連携型」の実施体制であり，モデル事業
実施園となる前の平成15（2003）年度から「幼
保連携型」の取り組みが始まっていた。その背
景として，３　世代同居世帯が多い地域である
こともあり，保育園に通園する子どもの数が減
少し，保育園における子どもの集団形成が困難
になってきたことが挙げられる。丸井ら（2006）
は，幼保統合化を図っている自治体の多くは比
較的小規模で，人口が減少している地域が多い
と報告している。Ⅰ保育園及びA幼稚園におけ
る「幼保連携型」の取り組みも，増田（2005）
の指摘する地方の少子化・過疎化の進行により
実施された施設の統廃合の一例ととらえられよ
う。現在では０歳児，１歳児，２歳児は各１ク
ラス，３歳児（２クラス），４歳児（２クラス），
５歳児（１クラス）は元保育園児と元幼稚園児
の混合クラス編成になっており，保育時間の長
さから前者を長時間児（７：30～18：30），後
者を短時間児（８：00～14：00）と呼んでいる。
以下では，分析や考察における明解さを確保す
るために，保育園，幼稚園と表記する。
調査期間 2006年９月下旬に留め置き調査法で
実施した。９月上旬にクラス担任を通して個別
に封緘した質問紙を保護者に配布し，約３週間
後に保育園，幼稚園を通して回収した。保育者
への質問紙も同様にまた同時期に配布，回収し
た。また，調査対象園に８月下旬と９月上旬の
２度赴き，１日の保育の観察及び園長へのイン
タビューを実施した。
調査内容
１）モデル事業実施前後の違い 保育園，幼稚
園の保護者及び保育者のモデル事業実施前後の
違いに対する意識を把握するために「①園の雰
囲気」「②日常の保育の内容」「③日々の子ども
の様子」「④日々の保育者の様子」「⑤子ども同
士の友だち関係」「⑥子どもと保育者との関係」

「⑦保護者と保育者との関係」「⑧保護者同士の
関係」「⑨保護者・保育者の子どもに対する思
い」「⑩給食」について，保護者に対しては10
項目，保育者に対しては「④日々の保育者の様
子」を除外した９項目を設定した。質問項目の
作成に際しては，「総合施設モデル事業の評価
について（中間まとめ）」及び「総合施設モデ
ル事業の評価について（最終まとめ）」を参考
にした。以上の項目に対して当てはまると思う
程度を「よくなった（５点）」から「悪くなっ
た（１点）」までの５段階で評定を求めた。ま
た，保育園，幼稚園の保護者は10項目，保育者
は９項目のうちで「最も変化を感じた項目」の
記入を求めた。保護者及び保育者には，モデル
事業実施前を振り返りながら実施前と実施後の
違いを査定するよう求めた。
２）現在の保育について 保護者と保育者の現
在の保育に対する意識を把握するために以下の
10項目を設定した。保護者と保育者では一部表
現が異なるが項目内容はほぼ同一である。「①
たくさんの友だちとふれあえてよい」「②保護
者：就学前教育を受けることができている・保
育者：就学前教育を実施している」「③異年齢
合同の活動が増えてよい」「④いろいろな子ど
もがいることを感じられてよい」「⑤保護者：
降園時間や休日の違いを改善してほしい・保育
者：降園時間や休日の違いを改善すべきであ
る」「⑥保護者：子育てに関する相談がしやす
い・保育者：保護者とよい関係が築けている」
「⑦保護者：活動の幅を広げて欲しい・保育
者：活動の幅を広げていきたい」「⑧保護者：
保育者の対応をよくして欲しい・保育者：職員
の配置数は十分である」「⑨保護者：交流時間
を増やして欲しい・保育者：交流時間を増やし
たい」「⑩保護者：園で調理した給食を出して
欲しい・保育者：園で調理した給食を出してい
きたい」の10項目を設けた。質問項目の作成に
際しては，「総合施設モデル事業の評価につい
て（中間まとめ）」及び「総合施設モデル事業
の評価について（最終まとめ）」を参考にした。
以上の項目に対して，当てはまると思う程度を
「そう思う（５点）」から「そう思わない（１点）」
までの５段階で評定を求めた。また，10項目中
「最もよいと感じる項目」と「最も改善してほ
しいと感じる項目」の記入を求めた。最後に自
由記述回答欄を設けた。
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結果と考察

以下，質問紙調査結果に自由記述で得られた
回答を補足しながら考察を進める。保育者から
は自由記述回答を得ることができなかったが，
調査対象園での観察時や，園長を対象としたイ
ンタビューから得られた情報を加味しながら考
察する。
１）モデル事業実施前後の違い
保育園保護者，幼稚園保護者，保育者別に各

質問項目の平均評定値を算出し，１要因３水準
の分散分析を行った結果，以下の項目で保育園
保護者，幼稚園保護者，保育者の意識の違いが
認められた。「日常の保育内容」（p＜ .05）
「日々の子どもの様子」（p＜ .01）では，保育園
保護者，幼稚園保護者よりも保育者の方がモデ
ル事業実施後の方がよくなったと評価した。ま
た，「子どもと保育者の関係」（p＜ .001）では，
幼稚園保護者よりも保育園保護者や保育者の方
がモデル事業実施後の実態を高く評価した（図
１）。
「日常の保育内容」や「日々の子どもの様子」
に表れた保護者と保育者の意識の相違の背景に
ついて考察する。保護者による自由記述の回答
には「園長や担任が忙しそうで話しかけにくい
（幼稚園保護者）」「保育者がすごく忙しそう。
もっとゆとりがあってもいいと思う（幼稚園保
護者）」「幼稚園では実施されていた行事がなく
なった（幼稚園保護者）」「保育園，幼稚園が一
緒になったことで，園児の人数が増え，先生と
あまり話ができなくなり，園での様子もわかり
づらくなった（保育園保護者）」「以前に比べて
教師の側に時間の余裕がなくなっているように
思う。以前はとても家庭的な感じであったが，
合理化された印象を受ける（保育園保護者）」
「保育園では子どもの写真をたくさんとって学
年の終わりにくれたが，幼稚園と一緒になりそ

れがなくなった。保育者からの日々のノートへ
の記入による子どもの様子のお知らせもなくな
った（保育園保護者）」というものがあった。
幼保の一体化により保育者がより多忙な状態に
置かれていることを保育園，幼稚園の保護者が
ともに身近に感じ取っているようである。丸井
ら（2006）は，総合施設化によって子どもへの
丁寧な援助や保護者との意思疎通が困難になっ
たと保育者が感じていることを報告している
が，本研究において保護者も同様にとらえてい
ることが示された。また，調査対象園における
保育者からは，総合施設化したものの保育士と
して勤務する職員と幼稚園教諭として勤務する
職員がおり両管轄行政とのやり取りにおいて生
じる煩雑さ，毎日のように受け入れている全国
からの施設視察への対応，園舎が広く環境はよ
いが園庭整備を入念にする必要があるといった
情報が得られ，多忙さの一端がうかがえる。保
育者の対応に関しては「先生方がとても熱心に
保育しているのでお礼の気持ちでいっぱいであ
る（幼稚園保護者）」「先生の対応も行き届いて
いて細かい配慮があり，子どもたちは恵まれた
環境である（保育園保護者）」「園の取り組みが
一生懸命で前向きである。親も子どもに対する
思いや子育ての仕方を勉強させてもらってい
る。園長，先生が熱心なので安心して預けられ
る（保育園保護者）」とその熱心さ，細やかさ
を認識しつつも，保護者の総意としては，子ど
もの送迎時における保護者との直接的なやりと
りや，保護者を行事に招いてのやりとりが以前
に比べて減少したことを残念に思っているとい
えよう。つまり，保育者は毎日の保育実践のな
かで，「日常の保育の内容」や「日々の子ども
の様子」の変化を実感しているのであるが，そ
の具体的な内容や実際の子どもの姿を保護者に
明確に且つ丁寧に伝える時間や手段が以前に比
べ制限されており，そこに両者の意識の相違が
生じた可能性が考えられる。一方，「子どもと
保育者の関係」に関しては，上述の保護者が感
じる保育者の余裕のない様子に加え，「以前は
保育園にパート職員がいたが，一体化する時に
幼稚園保護者から要望があり，現在はパート職
員はいない」「子どもの登園時に担任ではない
保育者が迎えることに対して幼稚園保護者から
改善の要望があり，現在は午前８時には担任が
全員出勤し子どもを迎えられるようにしてい
る」という園長へのインタビューで得られた回
答から，幼稚園児の在園時間は担任が保育を担
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当するとはいえ，保育者のシフト制に対する幼
稚園保護者の不安や不満を反映している可能性
が考えられる。
次に，「最も変化を感じた項目」については，

保育園保護者は46％（12/26名）が，幼稚園保
護者は48％（28/58名）が回答し，保育園保護
者，幼稚園保護者ともに「子ども同士の友だち
関係」を選択する保護者が最も多かった。具体
的には保育園保護者が42％（５/12名），幼稚園
保護者が39％（11/28名）であった。一方，保
育者は58％（７/12名）が回答し，43％（３/７
名）の保育者が「日常の保育内容」を選択して
いた。保護者が評価した「子ども同士の友だち
関係」については，自由記述において「友だち
が増えてよかった（幼稚園保護者）」「全体でも
子どもの数が少ないので，保育園，幼稚園と分
けることなくたくさんの友だちと遊べてよいと
思う（幼稚園保護者）」「最初は幼稚園児，保育
園児同じクラスで過ごすのはどういう感じなの
かと思ったが，親が心配するより子ども同士は
すぐに仲良くなっていて，降園時間の違い等も
理解していて，先生の配慮のおかげと感じる。
子どもたちはそんなに違いを感じていないので
はと日常生活から思う（幼稚園保護者）」「子ど
もがまだ小さいので勝手に門のところまで走っ
ていったが，年長の子たちが見ていてくれた。
大きい子，小さい子で触れ合えるのでとてもよ
いと思う（保育園保護者）」「子どもにとって短
時間児がいる，長時間時がいる，０歳や１歳も
同じ園にいる，と感じることはとてもよいこと
だと思う。家でも話をしてくるので自分なりに
理解していると思う（幼稚園保護者）」という
回答が得られている。同じクラス，同じ園に，
自分も含めてそれぞれの背景を持つ友だちが存
在し，そのことの自覚が互いを認め合い支え合
うという意識の芽生えを促していると評価して
いるといえよう。しかし，その多くは幼稚園保
護者の意見であり，保育園保護者においては多
様な意見が存在するようだ。「短時間の子ども
たちをうらやましがり長時間は嫌だという（保
育園保護者）」「このような施設が最良なのか，
子どもにどう影響するのか，短時間児をうらや
む子どもに申し訳なく思う（保育園保護者）」
という回答や「長時間の子がかわいそう，短時
間でよかったと子どもが言うようになった（幼
稚園保護者）」という回答もあった。降園時間
の違いについては，当初，保育園保護者から子
どもが不安になるのではないかとの意見が寄せ

られたため，調査対象園では，特に保育園３歳
児に対しては，違う部屋で絵本を読み聞かせる
などして，幼稚園児の降園する姿が目に入るこ
とがないよう工夫している。一部の保護者は
「短時間児，長時間児が一緒になって，先生は
子どもだけでなく親の負担等不公平のないよう
に配慮していると感じる（幼稚園保護者）」と
記述し，保育者の対応の細やかさを評価してい
る。また，2006年8月下旬の調査対象園の観察
の際に子どもたちから得られた意見として，
「短時間児は帰るが，自分はもっと遊べてラッ
キーである（保育園児）」「もっと友だちと遊ん
でいたい（幼稚園児）」「早く帰れてうれしい
（幼稚園児）」などがあった。これらも一部の子
どもの意見であるが，総じて他の子どもに比べ
て自分の方が不利益を被っていると積極的に主
張する子どもは少ないといえるであろう。子ど
もたちなりに自分の立場を理解し，それぞれが
柔軟に状況に臨んでいるともとらえられる。し
かし，上述したような短時間児をうらやむ長時
間児の気持ちを見逃してはならず，保護者，保
育者が子どもたちに対していかに誠実に向き合
うかが問われているといえるであろう。
２）現在の保育について
保育園保護者，幼稚園保護者，保育者別に各

質問項目の平均評定値を算出し，１要因３水準
の分散分析を行った結果，以下の項目で保育園
保護者，幼稚園保護者，保育者の意識の違いが
認められた。「交流時間の増加」（p＜ .01）は幼
稚園保護者よりも保育者が強く希望し，「園で
調理した給食の提供」（p＜ .001）は幼稚園保護
者よりも保育園保護者や保育者が強く希望して
いた（図２）。
「交流時間の増加」は，３歳児からは混合ク

ラス編成であるので，同クラスの保育園児と幼
稚園児同士の関わりは生ずるが，同年齢異クラ
ス間の交流や異年齢間の交流の時間を確保した
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いという意向が反映されたと推測される。加え
て，下記にあるように「幼稚園児・保育園児の
合同の活動時間があり，就学前教育をしっかり
とできていると感じる」保育者が多いことから
も，合同の活動時間の更なる充実を望んでいる
と想定される。また，「園で調理した給食の提
供」については，保育園保護者は保育園での自
園調理から近隣の給食センターでの一括調理の
配分に移行した点を憂慮していることは想像に
難くない。その一方で，幼稚園保護者は弁当持
参から給食への移行による負担軽減を評価した
と考えられる。しかし，一部ではあるが「たま
にはその時期の旬のものを使った料理などを出
してはどうか（幼稚園保護者）」「園の環境や活
動には満足しているが，残念なのは給食センタ
ーで一括という点。調理する合理性の追求が求
められるのも無理はないが，手作り感に欠ける
のが残念。給食室から漂ういい香りは食への期
待を高めると思う（幼稚園保護者）」といった
ように自園調理を望む幼稚園保護者も存在す
る。
次に，「最もよいと感じる項目」については，

保育園保護者は62％（16/26名）が，幼稚園保
護者は93％（54/58名）が回答し，保育園保護
者，幼稚園保護者ともに「園舎が合築であり，
運動場が共通なのでたくさんの友だちとふれあ
えてよい」を選択する保護者が最も多かった。
具体的には保育園保護者が44％（７/16名），幼
稚園保護者が50％（27/54名）であった。一方，
保育者は83％（10/12名）が回答し，50％（５
/10名）の保育者が「幼稚園児・保育園児の合
同の活動時間があり，就学前教育をしっかりと
できていると感じる」を選択していた。以上の
点は，調査対象園に隣接する小学校に進学する
子どもは対象園の幼稚園児と保育園児のみで他
園からの進学はないという地域性も関係してい
ると考えられる。自由記述では「長時間，短時
間両方の子どもが隔たりなく接することがで
き，小学校への不安が緩和された（幼稚園保護
者）」「以前，幼稚園と保育園が別々の時には小
学校入学後もグループが分かれるということを
聞いたが，就学前から一緒なので子どもにとっ
ても親にとってもいいと思う（幼稚園保護者）」
「保育園，幼稚園別々の時は，保育内容が全く
違い，保育園は幼稚園の子が行う活動を行って
いなかったし，園舎が別々の時は保育園には鉄
棒もなく，入学に向けて経験の少なさが不安で
あったが，現在は同じことをしてもらえるので

安心。また，保育園へ通う子は少なかったので
保育園の子は友だちが少なかった。一緒になり
入学前からみんなを知っていて子どもも安心で
きてよい（保育園保護者）」と子どもの人間関
係において一定の評価がなされる一方で，「保
育内容を明確にして欲しい。長時間児との経験
の違いの差はまだあると思う（幼稚園保護者）」
「夏休み等の短時間児が長期休みの時，長時間
児は先生と過ごし，プール等，色々できるよう
になっているので差のようなものが出てしまう
のではと感じる時もある（幼稚園保護者）」と
いう保育内容の更なる明確化を求める意見も挙
げられた。興味深いのは，小学校就学に向けて
の子どもの経験の差を，保育園保護者も幼稚園
保護者もともに危惧している点である。保育者
もこの点に心を砕いている。保育者の自由記述
の回答が得られなかったのは残念であるが，上
述の保護者の記述内容は，就学前の教育と保育
を一体としてとらえた教育・保育活動の在り方
についてひとつの指針を与えているように思わ
れる。
また，「最も改善してほしいと感じる項目」

については，保育園保護者は62％（16/26名）
が，幼稚園保護者は71％（41/58名）が回答し，
保育園保護者は「学校給食センターから搬入さ
れた給食ではなく，園で調理して給食を出して
欲しい」（38％：６/16名）を，幼稚園保護者は
「幼稚園と保育所の降園時間や休日の違いを改
善して欲しい」（34％：14/41名）を選択する保
護者が最も多かった。一方，保育者は50％（６
/12名）が回答し，83％（５/６名）の保育者が
「職員の配置数」を選択していた。保育園保護
者の「園で調理した給食の提供」については後
述する。幼稚園保護者の「幼稚園と保育所の降
園時間や休日の違いを改善して欲しい」に関し
ては，「短時間児はお昼寝をせずに降園するの
で，家に着いて少し遊んでからしかお昼寝をし
ない。すると昼寝の時間が遅くなり，夜寝るの
が遅くなってしまう（幼稚園保護者）」「長時間
児の午睡の時間が降園時間なので園庭でなかな
か遊べない（幼稚園保護者）」「短時間児の降園
が14時なので午睡が難しい。降園後に午睡をす
ると夕食前になってしまう。いっそ13時降園か
午睡を幼稚園でしてから15時以降降園だと子ど
もに負担がかからない。降園後外で遊べる場所
が少ないので，降園後も園庭を開放してもらえ
れば鉄棒の練習もできる（幼稚園保護者）」と
幼稚園の降園時間と午睡に関する具体的な改善
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要求が挙げられた。短時間児の降園と低年齢児
や長時間児の午睡が重なることへの配慮は，大
谷ら（2006）において保育者が課題として指摘
しており，本調査対象園の保護者も同様に認識
していることが明らかとなった。他の保護者の
意見との調整や１日の保育計画の再検討等が必
要とはなるが，比較的改善していきやすい課題
であろう。保育者の「職員の配置数」に関して
は，前述にあるような保育者の多忙且つ疲労状
況，多忙ゆえの保護者との連絡不足，保護者を
招いての行事の減少等を保育者も課題としてと
らえていると推測され，そうした状況の改善の
ためにも「職員の配置数」の増加を望んでいる
と考えられる。
３）その他の保護者の自由記述回答
保護者の自由記述回答において，具体的提案

や改善要求があった事項を以下に報告する。ま
ず「保育料」についてである。「14時まで一緒
に保育を受けて，一緒に給食を食べて，その後
２，３時間保育を受けるか受けないかで保育園
と幼稚園の保育料の金額に差がありすぎる（保
育園保護者）」「幼稚園と保育園の内容が同じな
らば，幼稚園の料金でそこからプラスで延長料
金にしたらいいのでは。そうすれば幼稚園児で
も急用で延長したい時にとても助かるだろう
（幼稚園保護者）」という意見が寄せられた。保
育園と幼稚園では保育料徴収の体系が異なるま
まであるため以上の意見につながったと推測さ
れる。保育園保育料は保護者の収入に合わせて
段階的に設定してあるとはいえ，幼稚園保育料
に比べて大きな負担となる現状を鑑みると保育
園保護者の不公平感の抑制は困難であろう。一
方で，幼稚園保護者からも「短時間児も申請が
あれば保育の延長を受け入れて欲しい」という
意見が複数寄せられており，そうした需要にも
応える明快な保育料設定が求められている。次
に，「幼保一体化反対」の立場の意見を紹介す
る。「モデル事業といって子どもたちを実験の
ように試すなと感じる。合同保育になり，人に
噛みついたり暴言を吐いたり短気になった（保
育園保護者）」「幼稚園，保育園が同じことに大
反対である。保育園児は保育園児だけでのびの
び生活させて欲しい。同じ教室にいるのに，短
時間児は先に帰ったり夏休みがあることを３歳
児に理解しろということは間違いである。戻せ
るものなら別々の教室で保育して欲しい。保育
園だけのほうが先生との距離も近くほのぼのと
して安心して預けられた（保育園保護者）」と

いった厳しい意見もある。これらは極めて少数
の意見であるが，そうであるからといって無視
してよいものではない。幼保一体の歩みを進め
たからには，移行による改善点をわかりやすく，
そして根気よく保護者に伝えていくとともに，
幼保一体の運営における子どもたちの現実の姿
を，実践を通して具体的に保護者に提示し，子
どもたちの姿を中心に据えて保護者とともに語
り合い共通認識を蓄積していく努力が求められ
ているといえよう。

総合考察

総じて，保育園保護者及び幼稚園保護者は
「子ども同士の友だち関係」の深まりや広がり
を評価していた。保育者は「日常の保育内容」
「日々の子どもの様子」「子どもと保育者の関係」
「幼稚園児・保育園児の合同での就学前教育」
の充実を歓迎しているが，保護者に園での子ど
もの様子を伝える手段や機会が減少したことに
より，保育者が感じている改善点を保護者に十
分に伝えることが困難になり「日常の保育内容」
や「日々の子どもの様子」については，保護者
は保育者ほど評価していないという両者の意識
の相違が生じていた。加えて，改善を要求する
点として，保育園保護者は「センター給食から
自園調理へ」，幼稚園保護者は「降園時間や休
日の違い」，保育者は「職員の配置数」「交流時
間の増加」を挙げており，それぞれの立場が抱
える課題を如実に反映する結果が得られた。
本研究では，保護者からの自由記述が予想を

上回って得られたことは収穫であったが，対し
て保育者からの自由記述回答は皆無であり，そ
のことが本研究の考察を浅く偏ったものにして
いる。保育者からの自由記述回答が得られなか
った理由として，時間的，精神的なゆとりを持
つことが難しい保育者の現状があるように思わ
れる。それは，自由記述欄に回答する時間を確
保することができなかったということだけでな
く，回答欄に記述する内容を即座に持ち合わせ
ていなかった可能性も暗示する。つまり，保育
者は日々の保育をこなすことで消耗し，モデル
事業実施前を振り返り，モデル事業実施前後を
比較検討し，そこで見出された課題の克服に臨
む余裕も機会も得られないまま現在に至ってい
るということも考えられるのである。もしそう
であるならば，そうした現状を改善していく努
力が施設にも行政にも求められるであろう。ま
た，Ⅰ保育園及びA幼稚園の職員室は別々に設
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置されていた。それは当然のことではあるが，
一つの施設でともに働く保育者としての協同意
識の醸成についてささやかな疑問を抱いた。と
もすると，同じ施設にいながら異なる保育観，
子ども観のもとに保育実践を構築していくこと
にもなりかねない。Ⅰ保育園及びA幼稚園にお
いて，保育者集団の凝集性を比較的感じ取りづ
らかったこともあり，そうした状況が，施設に
おける自らの立ち位置や視点を明確に意識する
ことを困難にしている可能性も考えられる。い
ずれにせよ，保育者の意見を汲み取る更なる努
力が必要であった。また，本研究の調査対象園
は，幼保一体化の取り組みを開始して３年半が
経過しているという背景からも，概して幼保一
体化のメリットを認識し，言語化する保護者が
多いように見受けられた。たとえば，幼保一体
化に難色を示していた保護者であっても，一体
化に移行してしまえば，その現状と折り合いを
つけていくことが求められよう。本研究はモデ
ル事業実施後にのみ行われた調査である。保護
者及び保育者には，モデル事業実施前を振り返
りながら実施前と実施後の違いを査定するよう
求めた。そのため，実施前の保育内容や自身の
意識をどの程度正確に想起しながらの回答であ
ったかについては確証を得ることが難しい点が
本研究の限界である。この点を克服するために
は，一定期間の前後での質問紙調査の実施と収
集されたデータの比較検討が最も有効であろ
う。最後に，認定こども園の是非については，
当然ながら主として保護者，保育関係者によっ
て議論が展開されてきたわけであるが，その議
論に子どもたちの姿を見出すことは難しいとい
える。認定こども園への移行により，子どもた
ちはどのような日々を送っているのだろうか。
子どもたちは何を感じ，何を考えて生活してい
るのであろうか。今後は，認定こども園への移
行について，そこで実際に生活している子ども
の毎日の姿からとらえようとする姿勢とそのた
めの適切な方法の模索，そして実施が課題とな
るであろう。
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付　記

本研究は，平成18年度三重大学教育学部卒業
研究「Ⅰ県における認定こども園（総合施設）
について：モデル事業実施園における調査」
（田中利絵）を基本とし，保護者と保育者の意
識の相違に焦点を当て，滝口が改めて分析，考
察したものである。また，本論文の一部を，日
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おいて発表した。
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